
様式第５号　　　　　　　　　　　　　　　　
秘　密　保　持　契　約　書
　宮城県（以下「甲」という。）と　　　　　　　（以下「乙」という。）とは、次の条項により秘密保持契約（以下「本契約」という。）を締結する。
　（目的）
第１条　本契約は、甲又は乙が相手方に開示する書面、電子媒体、ノウハウ、サンプル等の技術情報（以下「情報」という。）の取扱いについて定める。
２　甲又は乙は、｢○○○○○○○○の開発｣を甲乙が協力して行うこと（以下「開示目的」という。）を目的として情報を開示するものとする。
　（秘密情報）
第２条　甲及び乙は、開示された情報のうち、秘密である旨を表明されたもの（以下「秘密情報」という。）を第三者に開示又は漏えいしてはならない。
２　前項の規定は、次の各号に該当するものには適用しない。
　（１）相手方から開示される以前に、既に保有していた情報
　（２）相手方から開示される以前に、既に公知又は公用であった情報
　（３）相手方から開示された後、自己の責によらないで公知又は公用となった情報
　（４）正当な権限を有する第三者より秘密保持義務を負うことなく開示された情報
３　甲及び乙は、秘密情報を開示したとき、受領したことを認める書面の交付を相手方に求めることができる。
　（流用禁止）
第３条　甲及び乙は、秘密情報を相手方の書面による事前の同意を得ずして、開示目的以外に使用してはならない。
　（知的財産権の扱い）
第４条　甲及び乙は、相手方から開示された秘密情報を基にした特許権、実用新案権、意匠権又は育成者権等の知的財産権に関する手続きをしようとするときは、事前にその内容を遅滞なく相手方に通知し、その取扱いについて協議するものとする。

　（有効期間）
第５条　本契約は、契約締結日から＿年を経過する日又は甲乙の一方が相手方に対して本契約の終了を書面により通知した日のいずれか早い日をもって終了する。ただし、第２条及び第４条の規定は本契約終了後も３年間有効とする。
　（契約終了後の措置）
第６条　甲及び乙は、本契約が終了したとき、直ちに秘密情報（複写及び複製したものを含む。）を相手方に返還し、又は書面により相手方の同意を得た上で廃棄するものとする。
　（協議事項）
第７条　本契約に定めのない事項又は本契約の解釈に疑義を生じた場合は、信義誠実の原則に従い甲乙協議の上、決定するものとする。
　本契約を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その１通を所持する。
　　　　　年　　月　　日
甲　宮城県試験研究機関の長名　　　　　　印
乙　
　※相手方が２者以上の場合は、適宜関係箇所を改めるものとする。
※必要に応じて経済産業省・文部科学省等が公開するひな型・ガイドラインを参考にするものとする。


